
‐２
月
定
例
会
に
嘉
麻

市
新
庁
舎
建
設
に
つ
い

て
の
賛
否
を
問
う
住
民

投
票
の
実
施
に
つ
い
て

の
議
案
が
提
出
さ
れ
ま

し
た
。

こ
の
議
案
は
、
嘉
麻
市

住
民
投
票
条
例
に
基
づ

き
、
嘉
麻
市
新
庁
舎
建
設

に
つ
い
て
の
賛
否
を
問

う
住
民
投
票
を
実
施
す

る
た
め
、
市
内
の
有
権
者

９
１
５
３
人
の
署
名
を

集
め
、
議
会
に
実
施
の
是

非
が
委
ね
ら
れ
た
も
の

で
す
。

議
会
は
、

１２
月
定
例

会
を
延
長
し
、

１２
月
２５

日
に
請
求
代
表
者
か
ら

の
意
見
陳
述
を
聴
き
、市

長
に
対
し
質
疑
を
行
い

慎
重
に
審
議
し
た
結
果
、

賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
、

住
民
投
票
は
実
施
さ
れ

な
い
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

請
求
代
表
者
の
意
見

嘉
麻
市
自
治
基
本
条
例
が

守
ら
れ
て
い
な
い

自
治
基
本
条
例
で
は
、

条
例
、
規
則
、
計
画
等
を

制
定

・
改
廃

・
運
用
す
る

時
は
、
整
合
性
を
図
る
こ

と
と
な

っ
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
平
成
２４
年
１２
月

に
市
役
所
の
位
置
を
定
め

る
条
例
に
関
す
る
緊
急
動

議
が
提
出
さ
れ
、
議
決
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
自

治
基
本
条
例
が
尊
重
さ
れ

て
お
ら
ず
、　
一
部
の
議
員

の
提
案
で
強
行
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
受
け
入
れ
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

嘉
麻
市
の
財
政
状
況
に
つ

い
て嘉

麻
市
の
財
政
状
況
は

危
機
的
状
況
で
あ
り
ま
す
。

合
併
特
例
債
が
活
用
で
き

る
の
で
あ
れ
ば
、
嘉
麻
市

に
住
み
た
く
な
る
、
嘉
麻

市
に
企
業
を
誘
致
す
る
等

の
施
策
に
活
用
す
べ
き
で

す
。

新
庁
舎
の
規
模
、
建
設
の

費
用
に
つ
い
て

新
庁
合
は
５
階
建

で
、

３
５
０
人
の
職
員
を
配
置

す

る
と

の
こ
と
で
す
が
、

２０
年
後
の
嘉
麻
市
の
人
口

は
２
万
～
２
万
２
千
人
と

予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
本

当
に
そ
の
規
模
の
庁
合
が

必
要
な

の
か
疑
間

で
す
。

嘉
麻
市

の
存
続
を
考
え
、

最
小
限
の
庁
舎
と
す
べ
き

で
す
。
新
庁
舎
建
設
関
連

経
費
の
５３
億
円
と

い
う
費

用
は
借
金
で
あ
り
、
将
来

の
市
民
の
負
担
と
な
る
も

の
で
す
。

住
民
投
票
の
実
施
の
必
要

性
に
つ
い
て

賛
成
の
方
も
反
対
の
方

も

い
る
の
で
、
住
民
の
意

思
の

一
体
化
の
た
め
に
も

住
民
投
票
す
べ
き
で
す
。

市
長
の
意
見

住
民
投
票
請
求
の
要
旨
に

関
す
る
疑
問
点
及
び
問
題

点
嘉
麻
市
自
治
基
本
条
例

の
趣
旨
に
基
づ
き
、
市
民

理
解
を
求
め
な
が
ら
進
め

て
お
り
、
請
求
要
旨
に
あ

る

「条

例

を

無

視

し´

た

…

こ

と

い
う

指

摘

に
つ
い
て
は
、
本
事
業
の

取
り
組
み
の
実
態
と
全
く

矛
盾
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。庁

舎
問
題
に
つ
い
て
は
、

分
庁
方
式
を
止
め
稲
築
地

区
に
庁
舎
を
新
設
し
、
人

件
費
や
経
費
の
削
減
を
実

施
し
て
い
く
こ
と
を
選
挙

公
約
と
し
、
市
長
に
就
任

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
選
挙
公
約

の
実
現

に
つ
い
て
の
異
論
を
唱
え

る
請
求
者

の
指
摘
は
、
地

方
自
治
制
度
を
理
解
さ
れ

て
い
な

い
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。

新
庁
舎
建
設
の
必
要
性
及

び
緊
急
性

各
庁
舎
の
顕
著
な
老
朽

化
、
分
庁
方
式
に
よ
る
住

民
サ
ー
ビ

ス
の
不
便
性
、

組
織
の
ス
リ
ム
化
に
よ
る

人
件
費
等
の
削
減
、
合
併

特
例
債
と

い
う
有
利
な
財

源
を
活
用
で
き
る
期
限
等

か
ら
今
事
業
を
行
う
こ
と

が
最
良
の
選
択
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本

件
に
つ
い
て
は
、
条
例
無

視
と
い
う
指
摘
は
当
て
は

ま
ら
ず
、
本
事
業
は
、
法

令
及
び
条
例
に
基
づ
き
適

正
な
手
続
き
に
よ
り
正
当

に
進
め
ら
れ
お
り
、
住
民

投
票
の
必
要
は
な

い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

質
疑

・
討
論

市
長

に
対
し
、
４
人
の

議
員
が
質
疑
を
行

い
、

１２

人
の
議
員
が
賛
成

・
反
対

そ
れ
ぞ
れ
の
討
論
を
行

い

ま
し
た
。

採
決採

決
は
議
員
の
記
名
に

よ
る
投
票
で
行
わ
れ
ま
し

た
。

採
決
の
結
果

賛
成
６
名

反
対
９
名

「嘉
麻
市
新
庁
舎
建
設

に
つ
い
て
の
賛
否
を
問

う
住
民
投
票
の
実
施
に

つ
い
て
」
は
否
決
さ
れ
、

住
民
投
票
は
実
施
さ
れ

な
い
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

※
議
長
は
採
決
に
入
り

ま
せ
ん
。
１
名
欠
席
。

議会だよりかまし(39号 )


